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第１ 目的 

 (略) 

 

第２ 対象感染症 

 (略) 

 

第３ 実施主体 

(略) 

 

第４ 事業の実施 

１～３(略) 

 

 ４ 法第１４条１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

 （１）・（２）(略) 

 

 （３）実施方向 

  ア 疑似症定点 

   ①(略) 

   ② （２）のアにより選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、別に定

める基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載する。 

なお、当該疑似症の届出については、原則として症候群サーベイランスシステム

への入力により実施することとする。 

   ③(略) 

 

  イ 保健所 

  ① 保健所は、疑似症定点における症候群サーベイランスシステムへの入力を実施す

ることができない場合は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、症候

群サーベイランスシステムに入力するものとし、また、対象疑似症についての集団

発生その他特記すべき情報について都道府県等の本庁及び地方感染症情報センター

へ報告する。 

 ５(略) 

 

第５ その他 

 (略) 

 

附 則 

   この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。ただし、病原体情報に関する項目に

ついては、実施可能となり次第実施する。 

   長崎県結核・感染症サーベイランス事業実施要綱を廃止する。 

第１ 目的 

 (略) 

 

第２ 対象感染症 

(略) 

 

第３ 実施主体 

 (略) 

 

第４ 事業の実施 

１～３(略) 

 

 ４ 法第１４条１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

 （１）・（２）(略) 

 

 （３）実施方向 

  ア 疑似症定点 

   ①(略) 

   ② （２）のアにより選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、別に定

める基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載し、保健所に提出する。 

 

 

   ③(略) 

 

  イ 保健所 

  ① 届出を受けた保健所は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、症候

群サーベイランスシステムに入力するものとする。また、対象疑似症についての集

団発生その他特記すべき情報についても都道府県等の本庁、地方感染症情報センタ

ー及び中央感染症情報センターへ報告する。 

 

 ５(略) 

 

第５ その他 

(略)  

 

附 則 

   この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。ただし、病原体情報に関する項目に

ついては、実施可能となり次第実施する。 

   長崎県結核・感染症サーベイランス事業実施要綱を廃止する。 
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  この要綱の一部改正は、平成１４年１１月 １日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成１５年１１月 ５日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成１８年 ６月１２日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成１８年１１月２２日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成２０年 １月 １日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成２０年 ５月１２日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２３年 ２月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年 ３月 ４日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年 ５月 ６日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年１０月１４日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２６年 ８月２１日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２６年１０月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２７年 ２月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２７年 ５月２１日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２８年 ４月 １日から施行する。ただし、第２の対象感

染症の追加に係る改正については、平成２８年 ２月１５日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成３０年 １月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成３０年 ３月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この要綱の一部改正は、平成１４年１１月 １日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成１５年１１月 ５日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成１８年 ６月１２日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成１８年１１月２２日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

    この要綱の一部改正は、平成２０年 １月 １日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

  この要綱の一部改正は、平成２０年 ５月１２日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２３年 ２月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年 ３月 ４日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年 ５月 ６日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２５年１０月１４日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２６年 ８月２１日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２６年１０月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２７年 ２月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２７年 ５月２１日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成２８年 ４月 １日から施行する。ただし、第２の対象感

染症の追加に係る改正については、平成２８年 ２月１５日から施行する。 

この要綱の一部改正は、平成３０年 １月 １日から施行する。 
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